
 

１．会合名 取引所外売買等に関するワーキング・グループ 

２．日 時 平成 31年２月 25 日（月）10:30～10:50 

３．議 案 

○ PTS 信用取引の導入に係る「上場株券等の取引所金融商品市場外での

売買等に関する規則」等の一部改正（案）に関するパブリックコメントの

結果等について  

４．主な内容 ○ PTS 信用取引の導入に係る「上場株券等の取引所金融商品市場外での

売買等に関する規則」等の一部改正（案）に関するパブリックコメント

の結果等について 

事務局より、資料に基づき、パブリックコメントに寄せられた意見及

びそれに対する考え方並びに前回会合から規則の改正案の一部修正を

行った箇所を中心に説明が行われ、大要以下のとおり意見交換が行われ

た。 

 

【主な意見等】 

 PTS信用取引導入に係る規則改正の施行日は（Ｔ＋２化）の実施日と

されているが、株式等の決済期間の短縮化（Ｔ＋２化）の実施日が、

現在予定されている 2019年７月 16 日から延期された場合は、当該規

則改正の施行も延期されるという理解で良いか。 

→ 御理解のとおりである。 

 

 本会合の最後に、金融庁から、PTS 信用取引導入に係る業界関係者に

おける議論及び取りまとめに対する慰労の発言があった。 

 

以  上 

 

５．その他 特になし 

※ 本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があ

ります。 

６．本件に関す

る問い合わせ先 
自主規制本部 エクイティ市場部（03－6665－6770） 

 


